
令和４年９月 30 日 

総務局人事部労務課 

 

「新たな人事給与関連システム（人事給与領域）構築・運用保守業務委託」契約結果 

 

「新たな人事給与関連システム（人事給与領域）構築・運用保守業務委託」について、公募型プロポーザル方

式で、受託候補者を特定し、次のとおり契約しました。 

 

１ 件名          新たな人事給与関連システム（人事給与領域）構築・運用保守業務委託 

 

２ 委託内容       新たな人事給与関連システム（人事給与領域）の構築及び運用保守業務を行う。 

 

３ 契約の相手方    富士通Japan・富士通リース横浜市人事給与関連システム（人事給与領域）構築・運用         

保守業務共同企業体 

 

４ 契約金額         3,299,858,958 円 

 

５ 契約日           令和４年８月 22 日 

 

６ 評価結果 

提案者 評価点数 

富士通 Japan・富士通リース横浜市人事給与関連システム

（人事給与領域）構築・運用保守業務共同企業体 
１０，８７８ 

 

７ 評価基準・評価委員会開催経過等 

委員会開催日時及び 

開催場所 
令和４年３月 25 日 午後１時 10 分～３時 45 分  市庁舎 18 階共用会議室さくら 13 

評価委員の出席状況 評価委員８名中７名出席 （７／８） 

事務局 総務局人事部 末岡、真野、佐野、岡本 

議事内容 提案書の評価（ヒアリング含む）、評価の集計及び審議について 

評価基準 別紙のとおり 

 

８ 問い合わせ先    総務局人事部労務課 末岡、土屋 

電話番号 045-671-2158 

FAX 番号 045-664-7386 

Ｅ‐mail so-jinqjimukyoku@city.yokohama.jp 



提案書評価基準書
　　【評価方法】

(1) 評価は一部を除き、A~Eの5段階評価とする。
(2) 評価点について、次のように配点に応じて算出する。

配点にＡ＝4/4、Ｂ＝3/4、Ｃ＝2/4、Ｄ＝1/4、Ｅ＝０/4を乗じて算出
(3) 失格事項については、次の通り。

ア　参考見積書（様式17）に記載の総費用の見積額（税込・均等割りに伴う利率込）が33億円を超える場合
イ　要求機能一覧の必須要件を実現できないなど、失格要件に１項目でも該当がある場合

大分類 中分類 小分類 評価項目 評価詳細 評価観点 ヒアリング 配点 （割合）
対象 A（100%） B（75%） C（50%） D（25%） E（0%） 2060 100.00%

1 1 1 1 本稼働時の要件 基本項目 提案者の概要 提案者の概要 提案者に関する概要（会社概要、主要業務等）を記載、若しく
は相当する資料を添付すること。

提案者に関する企業概要が記載若しくは添付されているか。 本件業務を遂行する上で、企業規模、主
要業務等で特に懸念点がない。

ー 本件業務を遂行する上で、企業規模、主
要業務等で懸念点があるものの、対応策
が示されている。

ー 本件業務を遂行する上で、企業規模、主
要業務等で懸念点がある。

40 1.94%

1 1 2 1 導入実績 導入実績 提案者の過去の類似案件について、当該実績（顧客名（都道府
県又は政令指定都市又は本市と同程度の民間企業・団体等）、
管理対象人数、実施時期・期間、対象範囲(構築/運用保守)、
サービス内容（対象システム・規模）等）を具体的に記載する
こと。

提案者の過去の類似案件について、当該実績（顧客名（都道府県又は政令指定都市又は本市と同
程度の民間企業・団体等）、管理対象人数、実施時期・期間、対象範囲(構築/運用保守)、サービ
ス内容（対象システム・規模）等）が具体的に記載されているか。

本件業務を遂行する上で、十分な類似案
件の実績があり、特に懸念点がない。

ー 本件業務を遂行する上で、十分な類似案
件の実績がないものの、対応策が示され
ている。

ー 本件業務を遂行する上で、十分な類似案
件の実績がなく懸念点がある。

60 2.91%

1 1 3 1 ワークライフバラン
スに関する取組

ワークライフバランスに関する
取組

以下に示す認定等の取得状況を示すこと。
①次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみんマーク、
プラチナくるみんマーク）の取得
②女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認
定（えるぼし）の取得
③若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール）の取得
④よこはまグッドバランス賞の認定の取得

企業としてワーク・ライフ・バランスに資する取組を行っていることが客観的に認められるか。
（取得数に応じて評価）

４つとも取得している。 いずれか３つ取得している。 いずれか２つ取得している。 いずれか１つ取得している。 取得していない。 8 0.39%

1 1 4 1 障害者雇用に関する
取組

障害者雇用に関する取組 障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.3%の達成状況を示す
こと。
・達成している（従業員43.5 人以上）、又は障害者を１人以
上雇用している（従業員43.5 人未満）

障害者を積極的に雇用していることが客観的に認められるか。
（達成状況に応じて評価）

達成している。 ー ー ー 達成していない。 8 0.39%

1 1 5 1 健康経営に関する取
組

健康経営に関する取組 以下に示す認定等の取得状況を示すこと。
①健康経営銘柄、健康経営優良法人（大規模法人・中小規模法
人）の取得
②横浜健康経営認証のクラスAAA若しくはクラスAAの取得

企業として健康経営に関する取組を行っていることが客観的に認められるか。
（取得数に応じて評価）

２つとも取得している。 ー いずれか１つ取得している。 ー 取得していない。 4 0.19%

1 2 1 1 提案概要 提案内容の要旨 提案内容の要旨 提案内容の要旨を示すこと。 提案内容の要旨が、体系的に整理され、簡潔かつ明確に示されているか。 提案内容が整理され、実施内容の全体像
が専門の知識を持たなくとも把握でき
る。

ー 個々の要旨は理解できるものの、業務の
全体像が理解しにくい。若しくは業務の
全体像は理解できるものの、個々の要旨
が理解しにくい。

ー 個々の要旨の理解が難しく、実施内容の
全体把握が難しい。

40 1.94%

1 2 1 2 事務効率化の優位性 システム導入により期待できる事務効率化を説明すること。 システム化により期待できる事務の効率化（他事業者との比較優位性）について、理由や根拠と
ともに明確に説明できているか。

●
優れている。 ー 標準であり、特筆すべき点はない。 ー 一部満たしておらず、代替案が不十分若

しくは許容できない
40 1.94%

1 2 2 1 全体に関する理解 全体に関する理解 本業務及び本市の状況、システム導入に係る背景や方針を踏ま
えて、本調達に対する提案者の理解を記載すること。
上記を踏まえて、提案者における本調達の取組方針を記載する
こと。

・本業務及び本市の状況、システム導入に係る背景や方針を踏まえて、本業務の目的・概要につ
いての理解が記載されているか。
・上記に関する理解が的確であり、本業務への取組の基本方針が本市の方針と合致しているか。

本件業務の背景と目的を理解した上で目
的を達成するための具体的な手段・手法
を提案しており、その内容と効果も実現
可能と認識できる内容である。

ー 本件業務の背景と目的を理解した上で目
的を達成するための手段・手法を提案し
ている。ただし、実現の可能性や難易
度、効果の発揮に疑問が残る箇所があ
る。

ー 本件業務の背景と目的が正しく理解され
ておらず、提案内容による目的達成が難
しい。

100 4.85%

1 2 3 1 計画・体制・管理 計画 本業務の開始からシステム稼働に至る具体的なスケジュール及
び作業工程を提案すること。特に、関連するシステムとの仕様
調整を確実に行うために、どのような対応を想定しているか具
体的に説明すること。

開発規模や、試験・修正期間を考慮した場合に、実現性が見込めるスケジュール及び作業工程が
示されているか。新たな人事給与関連システム（人的資源マネジメント領域）(仮称)、庶務事務
システム、新財務会計システム等関連するシステムとの仕様の整合性を確保するための効果的な
工夫が示されてるか。

業務開始からシステム稼働までのスケ
ジュールが作業工程ごとに整理して記載
されており、内容も網羅されている。ま
た、関連するシステムとの仕様調整につ
いても考慮されており、実現可能なスケ
ジュールとなっている。

ー 業務開始からシステム稼働までのスケ
ジュールが作業工程ごとに整理して記載
されているが、内容の一部に不足があ
る。また、関連するシステムとの仕様調
整についてもある程度考慮されており、
実現可能なスケジュールとなっている。

ー スケジュール及び作業工程に無理がある
と考えられ、システム開発の実現可能性
が低い。

40 1.94%

1 2 3 2 体制 本業務を推進する貴社の実施体制について、各作業工程に携わ
る従事者の役割・想定人数・工程ごとの関与度とともに提案す
ること。特に、開発プロジェクトを適切に管理するための体制
上の工夫や、技術的な課題が発生した際の支援体制の工夫を中
心に説明すること。

各作業工程に十分な従事者が割り当てられているか。開発プロジェクトを適切に管理するための
体制上の工夫及び技術的な課題が発生した場合の支援体制の工夫が明確に示されているか。

各工程に十分な従事者が割り振られてい
る。また、課題が発生した場合の支援体
制が表現されており、内容も十分であ
る。

ー 各工程に十分な従事者が割り振られてい
るが、課題が発生した場合の支援体制に
不安がある。

ー 各工程に対し、十分な従事者が割り振ら
れていない。課題が発生した場合の支援
体制が不足している。

40 1.94%

1 2 3 3 管理者の能力・実績 本業務全体を管理する「管理者」の能力及び実績について、本
業務と業務内容や規模が類似している案件での実績を踏まえ、
説明すること。

管理者は、本業務と同等規模のシステム開発の管理者又はそれに準ずる役割の経験があるか。広
い視野で全体最適を考え、本市やシステム開発事業者等の意思統一を図る能力を期待できるか。
コミュニケーション能力は十分か。

管理者は本業務と同等規模のシステム開
発の管理者またはそれに準ずる役割の経
験がある。また、広い視野で全体最適を
考え、関係者の意思統一を図る能力が期
待できる。

ー 管理者は本業務と同等規模のシステム開
発の管理者またはそれに準ずる役割の経
験が不足している(小規模のシステム開発
等の役割を想定)。若しくは、広い視野で
全体最適を考え、関係者の意思統一を図
る能力の不足が懸念される。ただし、ア
ドバイザーの支援体制等で対応策が示さ
れている。

ー 管理者は本業務と同等規模のシステム開
発の管理者またはそれに準ずる役割の経
験がない。広い視野で全体最適を考え、
関係者の意思統一を図る能力が不足して
いる。

40 1.94%

1 2 3 4 主な従事者（チームリーダー）
の能力・実績

本システムの機能仕様及び実現方式を統括する主な従事者の能
力及び実績について、本業務と業務内容や規模が類似している
案件での実績を踏まえ、説明すること。
なお、提案者が想定する本業務の体制において、機能仕様を総
括する従事者と、実現方式を総括する従事者が異なる場合は、
それぞれについて説明すること。

機能仕様を総括する従事者は、人給システムの開発における要件分析及び設計リーダー相当の経
験はあるか。システム全体の機能仕様を本市と調整し、受託者のチーム内に浸透させる能力を期
待できるか。実現方式を総括する主な従事者は、パッケージを構成する各種技術に精通している
か。システム全体を俯瞰して最適な実装方式を設計する能力を期待できるか。

機能仕様及び実現方式を総括する従事者
は、同等規模での類似システムの開発に
おける要件分析及び設計リーダー相当の
経験があり、パッケージを構成する各種
技術に精通している。また、システム全
体を俯瞰して、各種調整・設計する能力
を期待できる。(機能仕様を統括する従事
者・実現方式を統括する従事者が異なっ
ても可)

ー 機能仕様及び実現方式を総括する従事者
は、同等規模での類似システムの開発に
おける要件分析及び設計リーダー相当の
経験が不足している(小規模での類似シス
テム開発等の役割を想定)、パッケージを
構成する各種技術が一部不足している。
また、システム全体を俯瞰して、各種調
整・設計する能力の不足が懸念される。
ただし、アドバイザーの支援体制等で対
応策が示されている。(機能仕様を統括す
る従事者・実現方式を統括する従事者が
異なっても可)

ー 機能仕様及び実現方式を総括する従事者
は、同等規模の類似システムの開発にお
ける要件分析及び設計リーダー相当の経
験がない、パッケージを構成する各種技
術が不足している。また、システム全体
を俯瞰して、各種調整・設計する能力が
不足している。

80 3.88%

1 2 3 5 管理方法 進捗管理、リスク管理、問題管理、ToDo管理、成果物の品質
管理、変更管理の実施方法、本市とのコミュニケーション計
画、その他プロジェクト管理に必要な実施項目を提案するこ
と。特に、本市がプロジェクト状況を正確に把握し、必要なア
クションを適切なタイミングでとれるようにするために、どの
ような工夫を設けているかを中心に説明すること。

進捗管理、リスク管理、問題管理、ToDo管理、成果物の品質管理、変更管理の実施方法、本市と
のコミュニケーション計画が、提案者の考えとともに具体的かつ明確に示されているか。追加提
案（提案者が「その他プロジェクト管理に必要な実施項目」と考えること）を含めた提案内容
が、大規模プロジェクトであることを踏まえたものであり、プロジェクトのQCD（品質、コス
ト、納期）を満たせることを、理由や根拠とともに明確に説明できているか。特にオフショア開
発を利用するなどリスクが高い進め方の場合、十分な対策がとられているか。

進捗管理、リスク管理、問題管理、ToDo
管理、成果物の品質管理、変更管理の実
施方法、本市とのコミュニケーション計
画などの管理方法について具体的かつ明
確に示され、優れた内容となっている。
また、プロジェクトのQCDを満たせるこ
とが理由や根拠とともに明確に説明でき
ており、優れた内容となっている。

ー 妥当な管理方法が示されている。また、
プロジェクトのQCDを満たせることが理
由や根拠とともに説明できている。

ー 管理方法や、プロジェクトのQCDを満た
せる理由や根拠について、説明されてい
ない。あるいは、記載された内容が実現
性に欠けている。

40 1.94%

1 2 3 6 体制（運用保守） 新システム稼働後の運用・保守対応における体制の想定を説明
すること。その他、「年数経過に伴う安定稼働」や「法改正対
応」等の観点から保守運用費を低減できる仕組み、マスタ管理
の作業分担の考え方を説明すること。

新システム稼働後の運用・保守対応における体制で、稼働後6か月程度は開発担当が残るなど十分
な体制がとられているか。また、年数が経過し安定稼働すること・法改正対応のパッチ適用など
で、保守運用費を低減できる仕組みがあるか。マスタ管理の作業において本市の業務を軽減する
仕組みがあるか。

●

優れている。 ー 標準であり、特筆すべき点はない。 ー 一部満たしておらず、代替案が不十分若
しくは許容できない

40 1.94%

評価基準No



1 3 1 1 要求機能 機能要件 要求機能一覧　必須要件 様式14「機能要件対応表（要求機能一覧_必須機能分）」及び
「機能要件対応表（給与計算項目内訳表）」に対応可否を記載
すること。

必須項目の機能を全て実現できるか。
なお、必須項目に実現不可の項目が一つでもある場合、失格とする。

すべて〇である。 ー ー ー ✕が1つでもある。（＝失格） 失格要件 ー

1 3 1 2 要求機能一覧　任意要件 様式14「機能要件対応表（要求機能一覧_任意機能分）」に対
応可否を記載すること。
【別紙３「要求機能一覧」の配点に基づき評価】

機能をどこまで実現できるか。実現できる割合に応じて評価。 100％の得点である。 90％以上の得点である。 75％以上の得点である。 50％以上の得点である。 50％未満の得点である。 300 14.56%

1 3 1 3 帳票一覧 様式14「機能要件対応表（帳票一覧）」に対応可否を記載す
ること。

機能をどこまで実現できるか。実現できる割合に応じて評価。 ✕の個数が0である。 ✕の個数が10％未満である。 ✕の個数が25％未満である。 ✕の個数が50％未満である。 ✕の個数が50％以上である。 200 9.71%

1 3 1 4 外部連携一覧 様式14「機能要件対応表（外部連携一覧）」に対応可否を記
載すること。

機能をどこまで実現できるか。実現できる割合に応じて評価。 ✕の個数が0である。 ✕の個数が10％未満である。 ✕の個数が25％未満である。 ✕の個数が50％未満である。 ✕の個数が50％以上である。 200 9.71%

1 3 2 1 非機能要件 設備機器要件 基本仕様書（別紙も含む）に示された要件の実現方法（仕様を
満たしている根拠）について具体的に記載すること。

提案の特徴、当該特徴が本市にもたらす効果（他事業者との比較優位性）について、理由や根拠
とともに明確に説明できているか。

すべての要件を満たしている。 ー 一部満たしていないものがあるが、代替
案が示されている、若しくは許容できる
範囲である。

ー 一部満たしておらず、代替案が不十分若
しくは許容できないものがある。

50 2.43%

1 3 2 2 可用性 基本仕様書（別紙も含む）に示された要件の実現方法（仕様を
満たしている根拠）について具体的に記載すること。

提案の特徴、当該特徴が本市にもたらす効果（他事業者との比較優位性）について、理由や根拠
とともに明確に説明できているか。

すべての要件を満たしている。 ー 一部満たしていないものがあるが、代替
案が示されている、若しくは許容できる
範囲である。

ー 一部満たしておらず、代替案が不十分若
しくは許容できないものがある。

50 2.43%

1 3 2 3 性能・拡張性 基本仕様書（別紙も含む）に示された要件の実現方法（仕様を
満たしている根拠）について具体的に記載すること。

提案の特徴、当該特徴が本市にもたらす効果（他事業者との比較優位性）について、理由や根拠
とともに明確に説明できているか。

すべての要件を満たしている。 ー 一部満たしていないものがあるが、代替
案が示されている、若しくは許容できる
範囲である。

ー 一部満たしておらず、代替案が不十分若
しくは許容できないものがある。

50 2.43%

1 3 2 4 運用・保守性 基本仕様書（別紙も含む）に示された要件の実現方法（仕様を
満たしている根拠）について具体的に記載すること。

提案の特徴、当該特徴が本市にもたらす効果（他事業者との比較優位性）について、理由や根拠
とともに明確に説明できているか。

すべての要件を満たしている。 ー 一部満たしていないものがあるが、代替
案が示されている、若しくは許容できる
範囲である。

ー 一部満たしておらず、代替案が不十分若
しくは許容できないものがある。

50 2.43%

1 3 2 5 移行性(人事データ) データ移行について、職員の負担が最小限となる方法で行える
よう、移行対象となるデータの整備も含め、実施方法を提案す
ること。

移行に伴うリスクを想定した上で、適切な対策を講じているか。移行対象となるデータの収集や
データクレンジングの進め方など、移行データを整備するための方法が、具体的かつ明確に示さ
れているか。

移行に伴うリスクを想定した上で、本市
職員の負担軽減を含んだ適切な対策を講
じている。移行対象となるデータの収集
やデータクレンジングの進め方など、移
行データを整備するための方法が、具体
的かつ明確に示されている。

ー 移行に伴うリスクを想定した上で、適切
な対策を講じている。移行対象となる
データの収集やデータクレンジングの進
め方など、移行データを整備するための
方法が、具体的かつ明確に示されてい
る。

ー 移行に伴うリスクを想定した上で、適切
な対策を講じていない。移行対象となる
データの収集やデータクレンジングの進
め方など、移行データを整備するための
方法が示されていない。（＝失格）

100 4.85%

1 3 2 6 移行性(給与データ) データ移行について、職員の負担が最小限となる方法で行える
よう、移行対象となるデータの整備も含め、実施方法を提案す
ること。

移行に伴うリスクを想定した上で、適切な対策を講じているか。移行対象となるデータの収集や
データクレンジングの進め方など、移行データを整備するための方法が、具体的かつ明確に示さ
れているか。

移行に伴うリスクを想定した上で、本市
職員の負担軽減を含んだ適切な対策を講
じている。移行対象となるデータの収集
やデータクレンジングの進め方など、移
行データを整備するための方法が、具体
的かつ明確に示されている。

ー 移行に伴うリスクを想定した上で、適切
な対策を講じている。移行対象となる
データの収集やデータクレンジングの進
め方など、移行データを整備するための
方法が、具体的かつ明確に示されてい
る。

ー 移行に伴うリスクを想定した上で、適切
な対策を講じていない。移行対象となる
データの収集やデータクレンジングの進
め方など、移行データを整備するための
方法が示されていない。（＝失格）

100 4.85%

1 3 2 7 セキュリティ 基本仕様書（別紙も含む）に示された要件の実現方法（仕様を
満たしている根拠）について具体的に記載すること。

提案の特徴、当該特徴が本市にもたらす効果（他事業者との比較優位性）について、理由や根拠
とともに明確に説明できているか。

すべての要件を満たしている。 ー 一部満たしていないものがあるが、代替
案が示されている、若しくは許容できる
範囲である。

ー 一部満たしておらず、代替案が不十分若
しくは許容できないものがある。

50 2.43%

1 3 2 8 使用性・効率性要件 基本仕様書（別紙も含む）に示された要件の実現方法（仕様を
満たしている根拠）について具体的に記載すること。

提案の特徴、当該特徴が本市にもたらす効果（他事業者との比較優位性）について、理由や根拠
とともに明確に説明できているか。

すべての要件を満たしている。 ー 一部満たしていないものがあるが、代替
案が示されている、若しくは許容できる
範囲である。

ー 一部満たしておらず、代替案が不十分若
しくは許容できないものがある。

50 2.43%

1 3 2 9 サービスレベル定義 基本仕様書（別紙も含む）に示された要件の実現方法（仕様を
満たしている根拠）について具体的に記載すること。

提案の特徴、当該特徴が本市にもたらす効果（他事業者との比較優位性）について、理由や根拠
とともに明確に説明できているか。

すべての要件を満たしている。 ー 一部満たしていないものがあるが、代替
案が示されている、若しくは許容できる
範囲である。

ー 一部満たしておらず、代替案が不十分若
しくは許容できないものがある。

100 4.85%

1 3 2 10 運用保守要件 基本仕様書（別紙も含む）に示された要件の実現方法（仕様を
満たしている根拠）について具体的に記載すること。

提案の特徴、当該特徴が本市にもたらす効果（他事業者との比較優位性）について、理由や根拠
とともに明確に説明できているか。

すべての要件を満たしている。 ー 一部満たしていないものがあるが、代替
案が示されている、若しくは許容できる
範囲である。

ー 一部満たしておらず、代替案が不十分若
しくは許容できないものがある。

50 2.43%

1 3 3 1 その他 知的財産権に関する定義 左記要件に対する提案者の提案の特徴、当該特徴が本市にもた
らす効果（他事業者との比較優位性）について、具体的に記載
すること。

提案の特徴、当該特徴が本市にもたらす効果（他事業者との比較優位性）について、理由や根拠
とともに明確に説明できているか。 ●

優れている。 ー 標準であり、特筆すべき点はない。 ー 一部満たしておらず、代替案が不十分若
しくは許容できない。

20 0.97%

1 3 3 2 引継ぎに関する要件 左記要件に対する提案者の提案の特徴、当該特徴が本市にもた
らす効果（他事業者との比較優位性）について、具体的に記載
すること。

提案の特徴、当該特徴が本市にもたらす効果（他事業者との比較優位性）について、理由や根拠
とともに明確に説明できているか。 ●

優れている。 ー 標準であり、特筆すべき点はない。 ー 一部満たしておらず、代替案が不十分若
しくは許容できない。

20 0.97%

1 3 3 3 法制度改正対応要件 左記要件に対する提案者の提案の特徴、当該特徴が本市にもた
らす効果（他事業者との比較優位性）について、具体的に記載
すること。また、類似事例における保守実績を説明すること。

提案の特徴、当該特徴が本市にもたらす効果（他事業者との比較優位性）について、理由や根拠
とともに明確に説明できているか。また、類似事例における保守実績で広範囲を保守範囲でカ
バーしているか。

●

優れている。 ー 標準であり、特筆すべき点はない。 ー 一部満たしておらず、代替案が不十分若
しくは許容できない。

20 0.97%

1 3 3 4 ドキュメント整備要件 左記要件に対する提案者の提案の特徴、当該特徴が本市にもた
らす効果（他事業者との比較優位性）について、具体的に記載
すること。

提案の特徴、当該特徴が本市にもたらす効果（他事業者との比較優位性）について、理由や根拠
とともに明確に説明できているか。 ●

優れている。 ー 標準であり、特筆すべき点はない。 ー 一部満たしておらず、代替案が不十分若
しくは許容できない。

20 0.97%

1 3 3 5 インターネット接続系における
リスク対策

個人情報（特定個人情報を含む）を取り扱うシステムであるた
め、業務ネットワーク環境がインターネット接続環境に移行す
ることを踏まえて、どのようにリスク対策するのか説明するこ
と。

提案の特徴、当該特徴が本市にもたらす効果（他事業者との比較優位性）について、理由や根拠
とともに明確に説明できているか。

●

優れている。 ー 標準であり、特筆すべき点はない。 ー 一部満たしておらず、代替案が不十分若
しくは許容できない。

20 0.97%

2 1 1 1 将来性に関する要件 ー 機能要件 機能要件 様式14「機能要件対応表（要求機能一覧_将来性に関する要
件）」に対応可否を記載すること。

機能をどこまで実現できるか。実現できる割合に応じて評価。 対応している。 ー ー ー 対応していない。（＝失格） 10 0.49%

2 1 2 1 非機能要件 非機能要件 様式14「機能要件対応表（要求機能一覧_将来性に関する要
件）」に対応可否を記載すること。

機能をどこまで実現できるか。実現できる割合に応じて評価。 すべて対応している。 ー ー ー 1つ若しくは2つとも対応していない。
（＝失格）

20 0.97%


